
あなたの気持ちお話ください！
３月は自殺対策強化月間です

　仕事や学校など生活環境が変わる３月は精
神的負担がかかりやすい時期と言われていま
す。
　みなさんは、「心の健康管理」できている
でしょうか。

「最近眠れない」「小さなことでモヤモヤして
しまう」「誰に相談してよいのか分からない」
など知らず知らずのうちにストレスを抱え、
一人で悩んでいるということはありません
か？
　または、そのように困っている人を見かけ
ている方はいませんか？
●内閣府では 24 時間対応の電話相談「より
そいホットライン」を実施しております。ガ
イダンスで専門的な対応も選ぶことが出来ま
す。（外国語含む）ぜひお気軽にご利用下さい。　
　☎　0120-279-226

●保健福祉課でも保健師による心の健康相談
を受け付けています。お気軽にご相談下さい。
　受付時間：8 時 30 分から午後 5 時 15 分
　　　　　　（土日、祝日を除く）　
　☎ 585-2793　社会福祉係　
　

～保健福祉課へ相談をご希望される方へ～
※秘密は厳守いたします。来所で相談をご希
望される場合は、事前に日時・場所を調整さ
せて頂きます。費用等はかかりません。

◆問い合わせ　保健福祉課社会福祉係
　　　　　　　☎ 585-2793

　

　「子育て応援パスポート（ファミたんカード）」
　福島県では、子育て中の方が協賛店で「子育て応援パスポート（ファミたんカード）」を提示すると、様々
なサービスを受けることができる事業を実施しています。
　3 月上旬より、有効期限が「平成 32 年 3 月 31 日」の新し
いファミたんカードを、保育所、幼稚園、学校等を通してお
子さんに配付しています。お子さんが保育所等に所属されて
いない場合や、3 月末までに受け取れなかった場合、カード
をなくしてしまった場合は、幼児教育課でお申込みください。

【対象】0 歳から 18 歳未満（18 歳に達して最初の 3 月 31 日
　　　を迎えるまで）の子ども

【配付枚数】対象者一人につき 1 枚
　※各種サービスの提供は協賛店のご厚意によるものです。
　※ファミたんカードを使用する際は、ご利用の前に必ずお
店の方にサービス内容を確認してください。　　　　　　　　　◆問い合わせ　幼児教育課　☎ 585-2119

農業委員会の動き
　
　2 月 23 日定期総会が開催され、次のとおり確認さ
れました。　

　3 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。傍聴
においでください。

・日時　3 月 23 日月午後 1 時 30 分

・場所　観月台文化センター大研修室

　◆問い合わせ　農業委員会　☎ 585-2890

・農地所有権移転　 1 件
　　賃貸借 2 件
　　合意解約 2 件

・農地利用集積計画の決定

イキイキ子育てクラブ会員募集
　
　地域子育て支援センター（藤田保育所内）では、平
成 27 年度もイキイキ子育てクラブを実施します。興
味がある方は、ぜひご参加ください。
◆実施期間　平成 27 年 5 月から平成 28 年 2 月まで
◆場所　藤田保育所
◆主な活動内容　
　季節遊び ( 夏まつり、野菜スタンプ、小麦粉粘土、
　運動会）人形劇鑑賞、親子ふれあい体操、誕生会、
　おもしろマジック、ふれあい学習遊び
◆対象　就学前のお子さんを持つ保護者など
◆申込締切　4 月 30 日木まで
　※申込み、問い合わせについては土日、祝日を除く
　　午前 10 時から午後 3 時まで、直接藤田保育所ま
　　で連絡ください。
    ◆問い合わせ　藤田保育所　☎ 585-2374

住宅除染の進捗状況
　 住宅除染の実施状況をお知らせします。（3 月 2 日現在）

方　部
平成 26 年度計画分

平成 25 年度
実 施 分

除 染 完 了
合 計事　　　　前

モニタリング 除 染 着 手 除 染 完 了

藤 田 方 部 677 件 602 件 593 件 360 件 953 件

小 坂 方 部 311 件 218 件 134 件 310 件 444 件

森江野方部 292 件 252 件 245 件 190 件 435 件

大木戸方部 290 件 283 件 257 件 60 件 317 件

大 枝 方 部 68 件 68 件 68 件 129 件 197 件

合 　 　 計 1,638 件 1,423 件 1,297 件 1,049 件 2,346 件

自家消費野菜等の放射能濃度測定
　まるごと測定できる
　　非破壊式測定器を導入

　このたび、自家消費野菜等の食品を細かく切りきざ
むことなく、そのままの状態で放射能濃度の測定が可
能な非破壊式測定器を 1 台導入いたしました。
　この測定器は、食品をそのまま測定できるため、測
定後にお持ち帰りいただけます。下記により測定を行
いますので、お知らせします。

　また、現在行っている破壊式（細かく切りきざむ）測定器での測定についても、引き続き行います。
１．非破壊式測定器での測定の受付について
　　① 受付開始　3 月 5 日木から　※土日祝日は除く
　　② 受付時間　午前 8 時 30 分から午前 11 時 30 分 及び午後 1 時から午後 4 時 30 分
　　③ 受付場所　国見町観月台文化センター　地下１階　演習室
　　④ 測定対象　出荷・販売等を目的としない自家消費野菜等に限ります。　
　　⑤ 測定費用　無料
　　⑥ 持 参 物　ア「自家消費野菜等を 500 グラム以上」、イ「印鑑」、ウ「身分証明書（免許証、保険証等）」
　
２．非破壊式測定器での測定について
　　①これまでの測定同様、基準値（100Bq/kg）以内かどうかを調べ
　　　ること（スクリーニング）が測定の目的です。
　　②測定結果に関する証明書の交付は行いませんので、証明書が必要
　　　な場合は、これまでどおり別途専門の検査機関を紹介します。　
　　③当面、1 日あたり 1 世帯 1 品とします。
　　　※混雑時には測定が翌日以降になる場合がありますので、ご理解
　　　　をお願いします。
　　④測定品の土や泥などをよく洗い流し、大きい ( 長い ) サイズのも
　　　のはタテ・ヨコ・高さが 15㎝以内になるよう切り、ビニール袋
　　　に二重に密封してご持参ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆問い合わせ　原発災害対策課　☎ 585-2158

新たに導入された
「そのままはかる NDA-2」
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